
芸術文化観光専門職大学名誉教授称号授与規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第106条の規定に基づき、名

誉教授の称号の授与について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（選考） 

第２条 名誉教授の称号は、芸術文化観光専門職大学（以下「本学」という。）を退職する

とき、次の各号のいずれかに該当する者について選考の上、授与することができる。 

(1) 本学の教授として15年以上在職した者 

(2) 本学の学長として顕著な功労のあった者 

(3) 第１号の年数には達しないが、教育上又は学術上特に顕著な功績のあった者 

(4) その他前各号と同等又はそれ以上の功績があったと認められる者 

 

（勤務年数の通算） 

第３条 本学の教授として５年以上勤務した者については、在職年数に、次の各号に定め

るところにより換算した年数を算入することができる。 

(1) 本学の准教授として在職した期間にあっては、その３分の２ 

(2) 本学の専任講師として在職した期間にあっては、その２分の１ 

(3) 本学の助教として在職した期間にあっては、その３分の１ 

(4) 本学以外の大学（短期大学及び専門職短期大学（以下「短期大学等」という。）を除

く。）及びその他の学術研究機関等（以下「大学等」という。）の教授として在職した

期間にあっては、その３分の２、当該大学等の准教授として在職した期間にあっては、

その２分の１、当該大学等の専任講師として在職した期間にあっては、その３分の１、

当該大学等の助教として在職した期間にあっては、その４分の１ 

(5) 短期大学等（高等専門学校を含む。以下同じ。）の教授として在職した期間にあって

は、その２分の１、当該短期大学等の准教授として在職した期間にあっては、その３

分の１、当該短期大学等の専任講師として在職した期間にあっては、その４分の１、

当該短期大学等の助教として在職した期間にあっては、その５分の１ 

 

（選考機関） 

第４条 名誉教授の選考は、第２条第１号又は第３号の規定に該当する者があるときは、

教授会の申出に基づき、第２号の規定に該当する者があるときは、教育研究審議会の委

員の３分の１以上の発議に基づき、第４号の規定に該当する者があるときは、学長の発

議に基づき、教育研究審議会が行う。 

 

（決定方法） 

第５条 名誉教授の称号は、教育研究審議会の議を経て、学長が授与する。 

 



（礼遇措置） 

第６条 名誉教授に対しては、大学の式典又は諸行事への招待、諸施設の利用等適当な方

法をもって礼遇する。 

 

（辞令の交付） 

第７条 名誉教授には、別に定める様式の辞令書を交付する。 

 

（称号授与の取消） 

第８条 名誉教授の称号を授与された者が、その名誉を汚し、称号を保持するのに適当で

ないと認められる場合は、学長は、教育研究審議会の議を経て、称号の授与を取り消す

ことができる。 

 

（補則） 

第９条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は令和６年11月20日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３条第４号及び第５号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授

としての在職は、准教授としての在職とみなす。 


